
令和2年度推進状況報告に対する⽥辺市⼈権教育啓発推進懇話会（令和3年11⽉24⽇開催）での委員意⾒と各課の回答について

ページ
番号

事業名 所管課 ご意⾒等 回 答

① 1
⽥辺市⼈権擁護連盟との
連携及び事務局

⼈権推進課 ⼈権ポスターの募集と題して、⼈権ポスターの募集事業も記してはどうか。 来年度から⼈権擁護連盟と連携して⾏っております⼈権ポスターの募集事業につい
ても、明記していきます。

② 3
学習教材の開発等 ⼈権推進課 研修の内容として、講演会より視聴覚教材を活⽤する⽅が好ましいと思うの

で、今後も備品の充実を望みます。
今後も多様化する⼈権問題を把握しながら、時宜に即した内容の教材充実に努めて
まいります。

③ 3

各種意識調査 ⼈権推進課 5年に⼀度の調査ではありますが、コロナ禍の中での調査は是⾮⾏うことに
意義があるのではないでしょうか？

5年に⼀度の県での調査は⾏われていませんが、市では、令和3年2⽉第2次⽥辺市総
合計画（後期基本計画）策定に係る市⺠アンケート調査を実施しており、その中で
「⾝の周りで⼈権が守られていると思いますか」という問いに対し、70.7％の⽅が
守られていると思うと回答しています。前回（平成28年）の調査時は71.9％でした
ので、1.2ポイント減少していますが、その原因の⼀つに、「新型コロナウィルス
感染者等への誹謗中傷が、市⺠の⾝近に⽣起したことなども少なからず影響してい
ると考えられます。今後も、⽥辺市⼈権尊重のまちづくり条例及び⽥辺市⼈権施策
基本⽅針に基づき、市⺠全体の⼈権意識⾼揚を図る教育啓発等の取組を進めていく
必要があります。

④ 4
⼈権学習指導者養成講座 ⽣涯学習課 コロナによるDVDでの研修は、ゆっくりとみることができてよかったと思

う。
ご意⾒ありがとうございます。担当課へご意⾒を伝えております。

⑤ 4

各学校における保護者対
象の教育講演会

⽣涯学習課 令和2年度実績において「全⼩学校で保護者学級の開催」とありますが、中
学校については今年度実施予定ですか。

市⽴中学校における保護者学級については、今年度の実施予定はありません。⽥辺
市における保護者学級開設事業は、毎年25校の各市⽴⼩学校で実施しています。本
事業は、県の「和歌⼭県⼈権教育総合推進事業補助⾦」を活⽤して実施しています
が、本補助⾦は⼩学校における学級開設事業のみを補助対象としており、中学校に
ついては対象外となっております。中学校については要望や必要性を考慮し、実施
について検討していきたいと考えています。

⑥ 4
各学校における保護者対
象の教育講演会

⽣涯学習課
学校教育課

児童に⼈権教育を⾏っても、親の⼀⾔(教え⽅)で⽔泡に帰すこともある。
親への教育は⾮常に⼤切であり、今後も続けて欲しい。

ご意⾒ありがとうございます。担当課へご意⾒を伝えております。

⑦ 4〜5

広報⽥辺の活⽤ ⼈権推進課
企画広報課
男⼥共同参画推進室

読みやすく解りやすく、続けて欲しいと思います。 ご意⾒ありがとうございます。担当課へご意⾒を伝えております。

１．推進するための条件整備
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⑧ 5〜8

各課での共通の取組 各課 表に当てはめると「事業名」としての「各課共通の取組」というのが理解し
にくいように思います。

ご指摘のとおり、事業名として「各課共通の取組」としては解りにくいかと思いま
す。事業の名称としては、「各課共通の⼈権の視点に⽴った取組」など具体的な名
称を今後検討してまいります。

⑨ 5〜8
各課での共通の取組 各課 相⼿の⽴場に⽴った対応は、千差万別だけに⼤変と思うが、取り組んでいた

だきたいし取り組んでいきたいです。
市各部署において、総合的に効果的に⼈権尊重の視点に⽴った取組を推進してまい
ります。

⑩ 5

各課での共通の取組 学校教育課 「地域住⺠や保護者の⽅々に対応する際は、相⼿の⽴場を尊重した対応を⼼
がける」とあるが、「いじめ」についての事案が発⽣した場合、保護者への
対応は、相⼿の⽴場を尊重した対応となっているのかお伺いしたい。

いじめ事案が発⽣した場合は、事実確認を正確かつ丁寧に⾏い相⼿の保護者への丁
寧な報告を⾏うとともに、解決に向けて対応を進めております。
 また関係する保護者に対しまして、それぞれの想いを尊重しながら対応を進めて
います。

⑪ 9

職員向け⼈権及び男⼥共
同参画研修の実施

総務課 新たな⼈権問題として「LGBT」「夫婦別性」「同性婚」等の⼈権に関する
課題についても研修課題として明記すべき。

⼈権に係る問題は、社会情勢や動向により新たに発⽣し、⼜は発⽣する可能性があ
ります。担当課では、迅速にそういった状況に対応した研修を⾏うべく取り組んで
いるところであり、ご指摘いただいた問題をも含めた研修を⾏っているところで
す。

⑫ 9

職員を対象とした挨拶運
動の実施

総務課 コロナ禍の中、声を出さなくても市役所内に⼊ってきた⽅には、どなたでも
会釈だけでも嬉しいです。

担当課へご意⾒を伝えております。
挨拶運動時だけではなく、市全体で⽇頃から⾃然な挨拶や会釈ができるよう取り組
んでいきたいと思います。

⑬ 9

避難⾏動要⽀援者の⽀援
対策

防災まちづくり課 要⽀援者名簿は⺠⽣委員⽌まりですか。個⼈情報の関係もありますが、⼀番
⾝近な各地区の区⻑への配布の検討をお願いします。

避難⾏動要⽀援者名簿については、⾃治会、⾃主防災組織、消防団及び警察等に提
供を⾏っています。
⾃治会、⾃主防災組織においては、個⼈情報を徹底していただくことを条件に、各
組織の体制に合わせて必要に応じ名簿を複製して活⽤していただいています。

２．⼈権の視点に⽴った⾏政の推進
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⑭ 11

⼈を⼤切にする教育の推
進

学校教育課 インターネットによる⼈権侵害等の課題があがっているようだが、⽥辺市と
しては具体的にどのような研修を⾏っていく予定なのだろうか。

⽥辺⻘少年センターの情報モラル教室の利⽤啓発を⾏い、児童⽣徒へのモラルの向
上に努めています。またタブレット端末の利⽤に伴い、利⽤規定を定め、インター
ネットの利⽤に関わる⼈権侵害等が起こらないよう禁⽌事項を定めて周知している
ところです。今後も会議や研修会等において、情報モラルに関わる研修を進めてま
いります。

⑮ 11

⼈を⼤切にする教育の推
進

学校教育課 「性同⼀性障害」という表現は好ましくない。 ⽥辺市⼈権施策基本⽅針改定版策定における懇話会協議の中で、セクシャルマイノ
リティ＝「障害」ではないという考え⽅のもと、「性同⼀性障害」ではなく「性的
少数者」とした経過がございます。
ご指摘いただいた事を踏まえ、担当課を含めた各部署において、性的少数者の⼈権
を含む様々な⼈権問題についての理解を深めていきたいと思います。

⑯ 13

公⺠館 地域別⼈権学習
会

⽣涯学習課 オンライン学習会はどの地域でも実施できる環境にあるのだろうか。 現状では、通信機器、環境の整備状況の⾯から、どの地域（公⺠館）でもオンライ
ン学習会が可能とはなっていません。
オンライン学習の中には、遠隔地の講師との対話や、研修会、講義等の視聴といっ
た内容があり、この学習の実施にあたっては、インターネット接続が前提となって
います。市内の公⺠館の多くでは、オンライン学習会の実施は可能ですが、⼀部の
公⺠館では通信機器、環境が整っていないため、オンライン学習会は難しい状況に
あります。
また、基本的には、研修会や学習会は対⾯での実施を想定しており、講師や参加者
の都合が調整できない場合などの代替案としてのオンライン学習会の実施と考えて
います。

⑰ 13

⽥辺市⺠⽣児童委員協議
会研修会

福祉課 新しく任命された委員として、基本的⼈権に関する正しい認識に基づき活動
を進めて⾏くためにも研修は必要である。⾏政局単位でのDVD等での研修等
も考えてもらいたい。

例年、和歌⼭県⺠⽣委員児童委員協議会主催で新任委員のための研修会が開催され
ており、その機会に⼈権研修も実施されています。しかし、コロナ禍に伴い、各種
研修会が相次ぎ中⽌となる中、⾏政局管内を含めた各地区の⺠児協において、ＤＶ
Ｄ等による研修会を開催できるよう検討してまいりたいと思います。

３．⼈権教育・啓発の推進
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⑱ 14

不登校児相談 学校教育課 「在籍校と連携を密にしながら、学校⽀援や体験活動を⾏った」とあるが具
体的にどのような⽀援が⾏われたのか、お聞かせください。

不登校児童⽣徒の保護者の話を聞き、保護者の想いや学校での対応など在籍校との
連携を図りながら、学校⽀援を⾏っています。また適応指導教室からは「ムゲンノ
カノウセイ」という取組をまとめた広報紙を学校に配布し、取組を共有していま
す。その他にも適応指導教室では⼿芸や絵画、野外活動、遠⾜等の体験活動を通し
て、児童⽣徒の⽀援活動を⾏っているところです。

⑲ 15

消費⽣活・市⺠相談 ⾃治振興課 数⼗年前に「消費⽣活サポーター養成講座」を受けましたが、現在も実施し
ているのでしょうか？

消費⽣活サポーター養成講座は県が実施している事業であり、現在も実施されてい
ます。直近では、令和３年２⽉22⽇に和歌⼭市で開催され、⻄牟婁振興局にもオン
ライン受講会場が設けられました。

⑳ 19
審議会等委員への⼥性の
参画促進

男⼥共同参画推進室 ⼥性⽐率を⽬標値に近づけるよう引き続き各種団体へ働きかけを続けて欲し
い。

引き続き⼥性⽐率⽬標達成に向け取組を推進してまいります。

㉑ 21

体罰やいじめの根絶 学校教育課 事業の内容欄にある、「児童⽣徒⼀⼈⼀⼈に対してよりきめ細やかな指導が
できるよう各学校に指導する。」とあるが実際問題として⽣徒⼀⼈ひとりの
「⼈権」を尊重したきめ細やかな対応ができているか疑問に思う。

年度当初の校⻑会・教頭会にて⽣徒指導についての説明を⾏い、いじめの根絶のた
めの取組や考え⽅などの説明を⾏っております。また資料を配布し、体罰の禁⽌等
についての⼈権意識の側⾯からどのような弱さがあるのかを研修を通して伝え、各
学校においても早い段階で研修を⾏っています。今後も教師⼀⼈ひとりの意識の向
上を⾼めるための取組を⾏ってまいります。

㉒ 21

体罰やいじめの根絶 学校教育課 児童⽣徒への教育指導のなかで「⼦どもの権利条約」についてもきちんと教
えることが、体罰やいじめ防⽌の⼤切な観点である。
いじめ、体罰、虐待、セクハラ等⼦どもが気づくためには、「⼦どもの権利
条約」を⼦ども⾃⾝が知る事。

学校教育指導の⽅針と留意点としまして、「⼈を⼤切にする教育」をすべての教育
活動の根幹とし教育全体構想に位置付けています。
 学校では⼈権教育を学校教育活動の柱として位置付け、「⼈を⼤切にする教育」
として教育活動を⾏っており、⼈権教育担当者を中⼼に、⼈権に関わる法令、⼦ど
もの権利条約等をもとに、児童の実態や保護者・地域の願いをもとに計画し、発達
段階に応じた取組を展開しています。また、⼩学校６学年においては、社会科や道
徳科で⼦どもの権利条約、世界⼈権宣⾔について学び、⼈権感覚を養う学びを⾏っ
ているところです。

7．⼦どもの⼈権

４．相談⽀援体制の推進

６．⼥性の⼈権
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㉓ 26

住⺠バス運⾏事業の再編
整備

企画広報課 ⾼齢になり、運転免許証を返納しようと考えたとき、住⺠の交通⼿段がなけ
れば⽣活できない。この問題については、⾃助でも共助でもなく公助である
と思うがどうお考えか。

広⼤な市域を有する⽥辺市においては、地域公共交通を利⽤しない⾞中⼼の⽣活が
定着している状況です。⾃家⽤⾞の普及や交通事業者の経営悪化に伴い、地域公共
交通の利⽤者が減少した結果、路線バス等が減便・廃線となったことから、市では
住⺠の交通⼿段の維持確保に努めているところです。
 市が実施している住⺠バス等については、地域の皆様からのご意⾒を伺い、地域
に応じた適切な時刻や便数、利便性を⾼める⼿段の調査・研究を⾏い対応していま
すが、必ずしも⼗分なものではないと認識しております。
 今後、住⺠の交通⼿段の確保については共助、公助の⽅法を問わず、地域に応じ
た最適な⽅法について引き続き検討してまいりたいと考えております。

㉔

資料全般について コロナウイルスの感染拡⼤の中で、各種イベントや啓発活動が中⽌、あるい
は規模の縮⼩をせざるを得ない状況が続いていますが、こういった中で、⽥
辺市⼈権尊重のまちづくり条例が施⾏されたことはとても良かったと思いま
す。
⼈権課題が複雑化する中で、市⺠が⼈権問題を考える契機になればと考えて
います。

コロナ禍でしたが懇話会において、熱⼼なご審議をいただきながら、皆様との協働
により、令和３年４⽉１⽇に⽥辺市⼈権尊重のまちづくり条例を施⾏することがで
きました。
条例の制定により、⼈権の尊重がより強固になり、不当な差別やあらゆる暴⼒のな
い「⼀⼈ひとりが⼤切にされ、幸せを実感できるまち」を実現をめざし、今後も取
組をすすめてまいります。

その他

8．⾼齢者の⼈権
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